
２　評価の部（SEE）＊原則は事後評価、ただし複数年度事業は途中評価
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４　課長等意見

事務事業ID 1217 事務事業名 コンテナ定期航路利用促進事業

(3) 事務事業の環境変化・住民意見等

① この事務事業を開始したきっかけは何か？いつ頃どんな経緯で開始されたのか？
　平成１９年３月に大船渡港・釜山港国際貿易コンテナ定期航路が開設されたことに伴い、平成１９年４月に集荷力を強化するための利用奨励補助金と定期航路の安定化を
図るため、航路運航費補助金を創設した。

② 事務事業を取り巻く状況（対象者や根拠法令等）は、開始時期あるいは前期基本計画策定時と比べてどう変わったのか？
・当初創設した利用奨励補助金は、トライアル利用や一定数量までの利用荷主には効果的であったが、ベースカーゴ獲得には効果が薄く、獲得に至っていなかったため、
　平成20年11月に制度を拡充し、利用拡大補助金、ベースカーゴ利用奨励補助金を追加した。
・平成23年３月の東日本大震災以降、大船渡港・釜山港国際貿易コンテナ定期航路は休止状態となっている。
・平成25年9月の国際フィーダーコンテナ航路開設の際、市外からの貨物獲得のため、集荷促進補助金を追加した。
・令和2年度には、新たに県内唯一の国内輸送頃となる「内航コンテナ静脈輸送航路」が運航を開始し、それまで取り扱いの無かった国内貨物の獲得につながった。
・令和3年度には大口荷主の新規獲得や継続利用を目的として補助金額を引き上げている。
・集荷業者に対しては、集荷促進補助金により集荷意欲の向上を図ってきたが、交付対象に年数制限があることから、令和2年度以降の対象者は無い。

③ この事務事業に対して関係者（住民、議会、事業対象者、利害関係者等）からどんな意見や要望が寄せられているか？
・荷主等からは、東北地区のコンテナ航路が開設されている他港湾より有利な助成を求められている。
・船舶運航事業者からは、コンテナ貨物取扱量の増大を要請されている。
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① 政策体系との整合性 ▽ 理由・内容

この事務事業の目的は当市の政策体系に結びつ
くか？意図することが結果に結びついている
か？

　コンテナ定期航路の利用促進と航路の維持安定に寄与する事業であり、港湾貨物取扱量の確保や港湾物流ネットワークの
充実につながることから、政策体系に結びついている。

② 公共関与の妥当性 ▽ 理由・内容

なぜこの事業を当市が行わなければならないの
か？税金を投入して、達成する目的か？

　当港は、県内の物流拠点として官民一体となって活用促進を図っているが、定期航路を開設している他港の多くには利用奨
励等の助成制度があるため、当港の競争力を高めるためにも同等以上のインセンティブが欠かせないこと、また、本事業の効果
によって、当市はもとより、県内陸部など背後圏の経済活動の発展にも大きく寄与する事業であることから、妥当である。

③ 対象・意図の妥当性 ▽ 理由・内容

対象を限定・追加すべきか？意図を限定・拡充
すべきか？

　コンテナ航路の利用荷主が大船渡港の利用を拡大し、コンテナ貨物の取扱量を増やすことによって、航路の維持や経済活動
の発展につながることから、対象・意図とも妥当である。

⑤ 廃止・休止の成果への影響 ▽ 理由・内容

事務事業を廃止・休止した場合の影響の有無と
その内容は？

　廃止・休止すれば、他港との競争力が低下し、取扱貨物量が大きく減少する恐れがあり、そうなれば、当市の経済活動に大き
な影響が生じるとともに、県内陸部など背後圏の荷主や運送事業者等にも多様な影響を与える恐れがある。
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⑥ 事業費の削減余地 ▽ 理由・内容

成果を下げずに事業費を削減できないか？（仕
様や工法の適正化、住民の協力など）

　当港は、取扱貨物量の増加に向け、官民一体となって取組んでいるところであり、事業費の削減は、取扱貨物量の減少や定
期航路の廃止に直結することになるため、当面は事業費の削減余地はない。

⑦ 人件費（延べ業務時間）の削減余
地
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④ 成果の向上余地 ▽ 理由・内容

成果を向上させる余地はあるか？成果の現状水
準とあるべき水準との差異はないか？何が原因
で成果向上が期待できないのか？

　企業訪問やセミナー等において、当該事業を積極的にPRするなど、新規荷主獲得に向けたポートセールスや知名度向上の
取組を、官民一体となって一層強化するなどにより、成果の向上を図る。

▽ 理由・内容

やり方を工夫して延べ業務時間を削減できない
か？成果を下げずにより正職員以外の職員や委
託でできないか？（アウトソーシングなど）

　最小限の業務時間で対応しており、削減の余地はない。
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⑧ 受益機会・費用負担の適正化余
地 ▽ 理由・内容

事業の内容が一部の受益者に偏っていて不公平
ではないか？受益者負担が公平・公正になって
いるか？

　助成対象となる荷主企業は複数社あること、また、ポートセールスやセミナー等で広く周知を図っているが、コンテナ定期航路
の船舶運航事業者は一社しかないこと、さらには、本事業による市内経済への波及効果が一定程度あることから、公平・公正で
ある。

３　今後の方向性（次年度計画と予算への反映）(PLAN)
(1) 改革改善の方向性 (2) 改革・改善による期待成果 (3) 改革改善を実現する上で解決すべき課題とその解決策又は特記事項等

２　改革改善（縮小・統合含む）

　コンテナ貨物取扱量の拡大を図るため、利用促進に向けた他の事業と一体的に運用
しながら、効果的なポートセールス活動による利用貨物の掘り起こしや確保に努める。
　令和５年度からは中堅荷主の掘り起こしによる取扱貨物量の増加につなげていくた
め、コンテナ補助金の改定を行うこととしている。

コスト
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２　改革改善（縮小・統合含む）

　コストの削減に留意しつつ、本事業を有効に活用して安定した航路運営と貨物取扱量の増加を図るため、官民一体となった
ポートセールス等に積極的に取組む必要がある。
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(1) 今後の方向性 (2) 全体総括・今後の改革改善の内容

※(1)改革改善を実施した場合に期待できる
成果について該当欄に「●」を記入。
（現状維持の場合、コスト及び成果は「維
持」）
（終了・廃止・休止の場合は記入不要）

維
持 ×

− 2/2 − （大船渡市）


